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地域活動推進費の概要

※　補助対象経費

※　補助対象外経費

＜加入世帯数の把握＞

＜加入世帯数に変更があった場合＞

＜加入世帯数の定義、数え方＞

　転出・転入などにより世帯数は日々変動するため、加入世帯数の把握は大変な作業だと
思いますが、補助金額を算出する基礎数字の一つとなっていますので、例えば、毎年3月
末には班ごとの加入世帯数を再点検するなど、正確な把握をお願いします。

＊

　総会資料と4月1日現在の加入世帯数に増減があった場合は、申請時に区役所窓口で申し
出てください。その際、世帯数の増減が確認できる書類（名簿、班ごとの世帯数報告資料
など）を提示していただく場合があります。

＊

地域活動推進費の概要

１　平成２３年度の補助制度

補助限度額対象団体 補助率 補助対象経費

　加入世帯数は、毎年4月1日を基準日とします。
（世帯数確認のため総会資料への記載をお願いします。）

＊

２　加入世帯数について

12万円（基礎的支援費）

　自治会町内会・地区連合町内会が実施する公益的活動（環境美化、防災・防犯、社会教
育、レクリエーション、福利厚生、文化活動、広報活動等）に係る経費、地域に対して公
益的な活動を行う他団体が実施する事業への協賛金・負担金、各種団体への会費・分担金
（消防団を除く）、研修費、人件費、会議費、会館維持管理費、事務費、委託費　等

地区連合町内会

3分の3

＊

＊

（補助対象経費－基礎
的支援費）×3分の1

170円×加入世帯数＋5万円

事務費・事業費

　「防犯灯維持管理費補助金」「町の防災組織活動費補助金」等の他の補助金の補助対象
経費、消防団の活動費、入学・成人・敬老等の祝金、賀詞交歓会開催費・参加費、裁判費
用、交際費、慶弔費（祝金、香典等）、懇親会費（新年会、忘年会、慰労会等）、寄付
金、募金（共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社社資等）、積立金、予備費、次年
度への繰越金　等

自治会町内会 3分の1

　社員寮やアパートなどの集合住宅の場合は「1戸（室）＝1世帯」と数えます（ただし自
治会町内会で実加入世帯数にかかわらず「1棟＝1世帯」としている場合を除く）。加入世
帯数が「0」なのに「1棟＝1世帯」で数えたり、実際加入している世帯数より多い世帯数
（例：アパート全体の戸数）で申請することはできません。

700円×加入世帯数

　加入世帯数には、会費を減免している世帯や法人会員（商店、病院など）も含みます。
ただし、規約等により会費減免や法人会員について規定してください。なお「会費減免世
帯」とは「加入はしているが会費は減免している」世帯のことです。「未加入のため会費
は徴収していないが広報を配布している」世帯は、加入世帯数とは数えません。

1



地域活動推進費の概要

＜手続の流れ＞ 23年4月～

23年4月～ 5月～8月頃 6月～9月頃 24年4月～

(1) 交付申請（詳細は12～18ページ参照）

＊ 会計年度を「4月から翌年3月」としていない場合は、区役所にご相談ください。

＊ 書類に不備があったときは、提出しなおしていただく場合があります。

(2) 交付決定（19ページ）

(3) 交付請求（詳細は20～22ページ参照）

(4) 活動実績報告（詳細は3～8ページ参照）

＊ 22年度活動実績報告書と23年度補助金交付申請書は同時に提出することができます。

(5) 確定通知

(6) 余剰金返還（詳細は9～11ページ参照）

＊

＊

＊ 区役所に提出した書類について、市民の方から情報公開請求があった場合、個人情報等の
非開示となる部分を除いて、公開することとなります。

　補助金に余剰金があると認められた場合は、返還していただきます。該当する団体へは
補助金返還請求書（第８号様式）で通知しますので、同封される納付書で期限内にお支払
いください。

22年度補助金の返還請求金の納付確認ができない場合は、23年度の補助金交付を保留するこ
ととなりますのでご留意ください。

　交付決定通知書を受け取った後、交付請求書（第５号様式）と口座振替依頼書を区役所
地域振興課に提出してください。受理後、指定の口座へ補助金を振り込みます。

補助金の交付を受けて実施した活動に関する書類（会計帳簿や領収証など）は、年度ごと
に整理して５年間大切に保管してください。この間、区役所から求められた場合に提示で
きるようにしておいてください。

　年間の活動終了後、活動実績報告書（第６号様式）に必要事項を記載して、①事業実績
報告書、②収支決算書、③補助対象経費に係る領収書の写し等を添付のうえ、区役所が指
定する日までに地域振興課へ提出してください。

４　その他

　活動実績報告書及び添付書類を審査し、補助金の額を確定し、区役所から補助金額確定
通知書（第７号様式）を送付します。

　交付申請書（第1号様式）に必要事項を記載して、①事業計画書、②収支予算書、③規
約を添付のうえ、区役所が指定する日までに地域振興課へ提出してください。
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　交付申請書及び添付書類を審査し、適正な場合には、区役所から交付決定通知書（第２
号様式）を送付します。
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３　補助金交付から活動実績報告、余剰金の返還までの流れ
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平成22年度

活動実績報告（余剰金の返還）について

地域活動推進費



平成22年度補助金　活動実績報告

１　活動実績報告　～平成22年度補助金～

(1) 　活動実績報告書提出

(2) 　必要書類

① 　活動実績報告書（第６号様式）

② 　事業実績報告書（総会資料で代用可）

③ 　収支決算書（総会資料で代用可）

④

⑤

＊

(3) 　活動実績報告書（第６号様式）について

① 　所在地、団体名、代表者名を記載します。なお代表者印は不要です。

②

　余剰金の算出方法は、9ページをご参照ください。

③

　余剰金の算出方法は、9、11ページをご参照ください。

(4) 　事業実績報告書について

① 　「この１年間どのような活動をしたか」を記載してください。

② 　総会で承認を得てください。

③ 　様式は自由です。（5～6ページの作成例をご参照ください。）

(5) 　収支決算書について

①

② 　総会で承認を得てください。

③ 　様式は自由です。（7～8ページのモデル様式をご参照ください。）

　補助対象経費に係る支出で、1件の金額が100万円以上になると見込まれるときは、
原則として市内事業者による入札又は見積合わせを行う必要があります。その場合、
当該入札の結果が分かる書類または当該見積書の写し及び当該事業者が市内事業者で
あることを証する書類又はその写し（23ページの執行上の留意点をご参照くださ
い。）

　事業実績報告書に記載した活動に要した費用の決算額（収入及び支出）を記載して
ください。

　22年度地域活動推進費の交付を受けた団体は、当該年度の活動実績報告に必要な書
類を区役所地域振興課へ提出してください。

これ以外に区役所が必要と判断したものがある場合は、あわせて提出していただ
きます。

　22年度地域活動推進費は、活動実績報告書を区役所へ提出することを条件に交付し
ています。活動実績報告書を提出しないと、補助金を全額返還していただく場合があ
ります。区役所が定める期限内に活動実績報告書を提出してください。

　自治会町内会の場合は、「補助金交付額」・「補助対象経費合計額×３分の１」・
「余剰金」・「補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類の有無」の欄を記
載します。

　地区連合町内会の場合は、「補助金交付額」・「基礎的支援費＋（補助対象経費合
計額－基礎的支援費）×３分の１」・「余剰金」・「補助対象経費に係る領収書その
他支出を証する書類の有無」の欄を記載します。

　補助対象経費の支出で、1件の金額が10万円以上のものがあった場合には、その領
収書その他の支出を証する書類またはその写し（公共料金の支出に係るものを除く）
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平成 22 年度補助金 活動実績報告 

4 

第６号様式（第 10 条第１項） 

平成  年  月  日 
（報告先） 

       区 長 

 

                  （報告者） 所在地 
押印不要です                       団体名 

                       代表者名 

 

平成２２年度地域活動推進費補助金活動実績報告書 
 

 

 平成２２年度の活動が完了しましたので、関係書類を添えて活動実績を報告します。 

 
区から交付を受けた地域活動推進費補助金額を

記入してください。 
 

１ 補助金交付額 

 

                 円 

 

２［自治会町内会］ 

補助対象経費合計額×３分の１（補助率） 

 

                 円 

＜自治会町内会の場合＞ 

 

収支決算書から「補助対象経費」を算出し、３

分の１を乗じた金額を記入してください。 

（１円未満切捨） 

    

［地区連合町内会］ 

   基礎的支援費＋（補助対象経費合計額－基礎的支援費）×３分の１（補助率） 

 

                 円 

 

３ 余剰金 

 

                 円 

 

４ 補助対象経費に係る領収書その他支出を証する書類（１件の金額が 10 万円未満のもの

及び公共料金の支出に係るものを除く）の有無 

 

    有 ・ 無 （どちらかに○をしてください） 

 

 ５ 添付書類 

（１）事業実績報告書 

（２）収支決算書 

（３）上記４が有の場合には、当該書類又はその写し 

（４）要綱第 28 条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、当該入札の結果

が分かる書類又は当該見積書の写し 

（５）要綱第 28 条の規定による入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者とし

た場合は、当該事業者が市内事業者であることを証する書類又はその写し 

（６）その他区長が必要とする書類 

＜地区連合町内会の場合＞ 

 

収支決算書から「補助対象経費」を算出し、「基

礎的支援費（12 万円）」を差し引いた額に３分の１を

乗じ、さらに「基礎的支援費（12 万円）」を加えた金

額を記入してください。（１円未満切捨） 

「１」が「２」よりも大きい場合、その差額を記入し

てください。「１」と「２」が同額又は「２」の方が大

きい場合は「０円」と記入してください。 

「有」の場合には、当該書類又

はその写しを添付してください。  



平成22年度補助金　活動実績報告

○○○○町内会
事業実施年月 活動内容・場所・参加人数　等

平成　　　年 さくらまつり

４月 　日時：4月6日　午前10時～　場所：○○公園　参加者：約250名

　内容：○○小学校による吹奏楽演奏、フリーマーケット　他

第１回班長会（21日。○○について、△△報告）

定期清掃（25日）

5月 こどもフェスティバル

　日時：5月5日　午前10時～　場所：△△グラウンド　参加者：80名

決算総会（23日）

定期清掃（25日）

6月 防災訓練　　日時：6月20日　午後1時～　場所：○○広場　参加者：40名

第２回班長会（21日。こどもフェスティバル決算等報告　他）

定期清掃（25日）

7月 防犯パトロール（20日～25日）

定期清掃（25日）

8月 夏祭り　　日時：8月8日　午後5時～　場所：○○　参加者：約200名

第３回班長会（21日。夏祭り反省会、敬老祝賀会について）

定期清掃（25日）

9月 敬老祝賀会　日時：9月15日　午後3時～　場所：○○会館　参加者：約40名

定期清掃（25日）

10月 いも煮会　日時：10月20日　午後12時～　場所：○○　参加者：約150名

第４回班長会（21日。防犯パトロール、クリスマス会について）

定期清掃（25日）

11月 定期清掃（25日）

12月 ｸﾘｽﾏｽ会　日時：12月23日　午後3時～　場所：○○小学校　参加者：約50名

定期清掃（25日）

防犯パトロール（20日～31日）

平成　　　年 餅つき大会　日時：1月6日　午前10時～　場所：○○小学校　参加者：約80名

１月 防災訓練（17日。参加者25名）

定期清掃（25日）

2月 第５回班長会（21日、来年度予算案について）

定期清掃（25日）

3月 予算総会（21日）

定期清掃（25日）

平成    年度事業実績報告書（例その１）
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平成22年度補助金　活動実績報告

○○○○自治会

1 会議等

◎決算総会：５月１０日　予算総会：３月２１日
◎定例会：毎月第２木曜日、午後８時から開催。

2 環境美化事業

地域内の環境美化を目的として、毎月第３日曜日に定期清掃を行いました。

3 防犯活動、交通安全事業

防災防犯委員を中心に防犯パトロールを月２回実施しました。

4 災害対策事業

5 文化・スポーツ事業

（１）さくらまつり
　○○商店街との共催により恒例のさくらまつりを実施しました。
　開催日時：4月6日 午前10時～午後5時 会場：△△公園

（２）夏祭り

　開催日時：8月6日、7日　午後3時～午後8時 会場：○○通り
（３）大運動会
　10月10日○○小学校グラウンドにて開催、総勢２５０名が参加しました。

（４）文化祭及び年賀状講習会

6 広報活動

◎町内会新聞の発行：第20号～第25号 各120部作成。
◎市役所・区役所からの広報配布物の配布・回覧をしました。（随時）

7 親睦会

◎会員相互の親睦を深めることを目的としてバス旅行を実施しました。
　日時等：11月23日、目的地○○、参加者30名、会費2万円

8 加入促進事業

　地域住民や老人クラブ等へ出品を呼びかけ、町内会館を会場として作品発表会を開催
しました（11月3日）。またその会場で年賀状講習会の参加者募集のチラシを配布し、応
募のあった18名を対象として12月5日に講習会を開催しました。

　○○消防署の協力により総合防災訓練を実施し、災害時の救助活動等の講習を受けまし
た。また、防災時の備蓄品として水、レトルト食品、乾パンを購入、補充しました。

　恒例の夏祭りは、1日目は雨模様となりましたが、2日目は天気に恵まれ、盆踊り・縁
日とも盛況となりました。

　町内会区域内に新たに建設されたマンションの住民向けに、町内会への加入を呼びか
けるチラシを作成し配布しました。

平成    年度事業実績報告書（例その２）

 また３Ｒ行動の推進に関するチラシを作成し、班回覧によりごみの減量・リサイクル・
分別徹底や不法投棄防止を呼びかけました。

 5月には○○警察署の協力により、小学校低学年までの児童を対象に交通安全教室を開催
しました。
 また駅前及び商店街での違法駐車・違法駐輪に対する苦情が増えてきたことから、件数
や駐車時間等の路上調査を実施しました（10月31日）。
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平成22年度補助金　活動実績報告

(記入例）

○○○自治会町内会

決算額 摘　　　　　　要

1 会費 360,000
（例）300円×会費会員100世帯×12ヶ月
加入世帯数110世帯（内訳：会費会員100、会費免除会員10）

地域活動推進費 77,000
区役所から交付を受けた地域活動推進費を記入します。
（例）700円×110世帯＝77,000円

防犯灯維持管理費 22,000
区役所から交付を受けた防犯灯維持管理費を記入します。
（例）2,200円×10灯＝22,000円

町の防災組織活動費 17,600
横浜市から交付を受けた町の防災組織活動費を記入します。
（例）160円×110世帯＝17,600円

3 広報配布謝金 60,000
広報よこはま、県のたより、議会だより、選挙公報などの配布謝金を記入し
ます。

4 事業収入 60,000 模擬店売上げ、廃品回収収益金などを記入します。

5 寄付金、祝金等 21,000 他団体からの寄付金、祝金等を記入します。

会館使用料 120,000 他団体等への貸出に伴う会館使用料収入がある場合に記入します。

団体交付金・謝金 60,350
他団体からの交付金、謝金等を記入します。
（例）募金活動事務協力費、○○団体からの事務協力謝金

利息・その他雑入 50 利息等、その他収入を記入します。

7 前年度からの繰入金 302,000 前年度からの繰入金（繰越金）を記入します。

1,100,000収入合計

6
　
そ
の
他

2
　
補
助
金

平成２２年度収支決算書

○会計年度　　自 平成　　年　　月　　日～至 平成　　年　　月　　日

○収入の部

項　　　　　目

区　　名 整理番号

上記の他に自治会町内会又は地区連合町
内会として交付を受けた補助金がある場
合は、この欄へ記入してください。

この収支決算書には、自治会町内会としての会計のみを記載します。した
がって「マンション管理組合」「商店会」「公園愛護会」や「地区社協」など、
構成員がほぼ同じであっても、自治会町内会又は地区連合町内会として
出納していないものは別会計となります。
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平成22年度補助金　活動実績報告

決算額 摘　　　　　要

1 会議費 50,000
総会・定例会・臨時役員会等に伴う経費（会場借上費、資料印刷費等）を
記入します。

2 事務費 60,000
備品什器購入代、消耗品代（紙、鉛筆等）、電話代、郵送料などの事務費
を記入します。

3 人件費 40,000 役員手当、アルバイト賃金等を記入します。

4 会館（会場）借上料 0 会館等の借上費を記入します。

5 会館光熱水費 50,000 町内会館の電気、ガス、水道代を記入します。

6 会館修繕費 110,000
壁紙張替え工事費等、会館修繕に伴う経費を記入します。（大規模修繕で
会館整備補助金を受けた場合を除く）

7 その他 50,000
会館設備点検費、火災保険料、町内会活動交通費、活動謝礼等を記入し
ます。

360,000

1 環境事業費 20,000
町の美化活動、３Ｒ行動の推進、資源回収・リサイクル活動等に伴う経費を
記入します。

2
安全・安心環境づくり事業
費

98,000

交通安全、防犯灯新規整備費（器具更新、新規設置）、防犯・防災活動に
伴う経費を記入します。（ただしこの欄には「防犯灯維持管理費」や「町の
防災組織活動費」などを活用して実施した事業の経費は記入しないでくだ
さい）

3 社会教育事業費 50,000
子供会活動費、体育指導委員負担金、青少年指導員負担金、婦人部活
動費、老人クラブ活動費等を記入します。

4 レクリエーション費 130,000 盆踊り大会、運動会開催費、各種スポーツ大会開催経費等を記入します。

5 福利厚生事業費 50,000
敬老会開催費（記念品代含む）、給食・配食サービス経費等を記入しま
す。

6 文化事業費 50,000
各種講習会、映画会、書道展、絵画展、文化祭等の開催経費を記入しま
す。

7 その他 50,000
地区連への会費・分担金、各種団体（防犯協会、体育協会など）への分担
金、広報活動費（掲示板設置費など）等を記入してください。

448,000

808,000

1 防犯灯維持管理費 29,000
防犯灯維持管理費補助金で実施した活動（防犯灯の電気代、防犯灯の清
掃・点検・修繕・球換え等）に伴う経費を記入します。（ただし防犯灯の器具
自体の更新は「安全・安心環境づくり事業費」へ計上してください）

2 町の防災組織活動費 19,000
町の防災組織活動費補助金で実施した活動（防災資機材等の購入、防災
訓練開催費等）を記入します。

3

4

48,000

1 会館建設・修繕積立金 50,000 会館建設・修繕積立金を記入します。

2 交際費 30,000 交際費、賀詞交換会開催費等を記入します。

3 慶弔費 20,000 祝金、香典等を記入します。

4 懇親会費 30,000 新年会、忘年会、慰労会等を記入します。

5 寄付金・募金 3,000 寄付金、共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社社資等を記入します。

6 その他 0 余剰金として区へ返還した額等を記入します。

133,000

111,000 次年度への繰越金を記入します。

1,100,000

○支出の部

事務費　小計　①

項　　　　　目

そ
の
他

事
業
費

事業費　小計　②

事
務
費

支出合計
（③＋④＋⑤＋⑥）

その他　小計　⑤

補助対象経費①＋②＝③

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

次年度への繰越金　⑥

消防団の活動経費は、平成20年度から横浜市が負担す
ることになりました。したがって消防団への分担金は、地
域活動推進費の補助対象外経費とします。

地域活動推進費以外の補助金を受けて実施した事業の
経費は、事業ごとに欄を分けて記入してください。

収入の部の「町の防災組織活動
費」より支出が少ない場合は、差額
は余剰金として当該補助金の返還
対象となります。

収入合計（前ページ）と支出合計の金額は一致します。

該当する補助金の実績報告書に記載する金額と同額にしてください。
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平成22年度補助金　余剰金返還

２　余剰金返還　～平成22年度補助金～

(1) 　返還請求書の送付

(2) 　余剰金額の確認方法

＜自治会町内会の場合＞

①

② 「補助対象経費×3分の1」と「交付された補助金額」を比較します。

③ 「補助対象経費×3分の1」≧「交付された補助金額」の場合
（同額、又は「補助対象経費×3分の1」の方が大きい場合）

　　　　→　余剰金はありません。

「補助対象経費×3分の1」＜「交付された補助金額」の場合
（「交付された補助金額」の方が大きい場合）

　　　　→　余剰金がありますので、差額分について返還していただきます。

＜地区連合町内会の場合＞

① 　収支決算書から補助対象経費（事務費＋事業費）を算出します。

② 　①で求めた金額から、12万円（基礎的支援費）を差し引きます。
　（「補助対象経費－12万円」）

③ 　②で求めた金額に、3分の1を乗じます。
　（「補助対象経費－12万円」×3分の1）

④ 　③で求めた金額に、12万円（基礎的支援費）を加えます。

⑤ 　④で求めた金額と「交付された補助金額」を比較します。

⑥

　　　　→　余剰金はありません。

　　　　→　余剰金がありますので、差額分について返還していただきます。

(3) 　留意事項

①

② 　返還請求金の納付確認ができるまで、23年度の補助金交付を保留します。

　活動実績報告書（添付書類含む）を受理した後、報告額に誤りがないか等を確認しま
す。適正な場合は、補助金額確定通知書（第７号様式）を区役所から送付します。

　交付した補助金に余剰金がある場合は、返還請求書（第８号様式）と納付書を送付しますの
で、期限内にお支払いください。

　「横浜市補助金等の交付に関する規則」第21条では、返還請求した金額を期日までに
納付しなかった場合の延滞金賦課について規定しています。返還請求を受けた場合は遅
滞なく納付してください。

　収支決算書から補助対象経費（事務費＋事業費）を算出して、3分の1を乗じま
す。（＝「補助対象経費×3分の1」）

　これで、平成22年度補助金の処理は終了します。

「（補助対象経費－12万円）×3分の1＋12万円」≧「交付された補助金額」の場合
（同額、又は「（補助対象経費－12万円）×3分の1＋12万円」の方が大きい場合）

「（補助対象経費－12万円）×3分の1＋12万円」＜「交付された補助金額」の場合
（「交付した補助金額」の方が大きい場合）
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平成 22 年度補助金 余剰金返還 

10 

（参考） 
 

第８号様式（第 12 条第 1項） 

区地振第      号 

平成  年  月  日 

 

団体名 

代表者          様 

 

                                 区 長  

 

 

平成２２年度地域活動推進費補助金返還請求書 

 

 

 

 平成  年  月  日  区地振第   号により交付しました地域活動推進費補助金

について、要綱第 12 条第１項の規定により返還を請求します。 

 

 

 

 

１ 補助金返還請求額 

 

               円 

 

 

２ 返還請求の理由 

 

 

納付書兼領収書（緑色）を同封します。 
期限内にお支払いください。 

 

 

３ 返還期限 

  同封の納付書で、平成  年  月  日までに納付してください。 

 

 

区地域振興課 

   担当：   ℡   －     



平成22年度補助金　余剰金返還

○　収入の部

予算額 余剰金算出方法

1 2,400,000

850,000

0

3 0

4 0

0

0

0

6 0

3,250,000

○　支出の部

1 会議費 150,000

2 事務費 300,000

3 人件費 120,000

4 会館（会場）借上料 0

5 会館光熱水費 0

6 会館修繕費 0

7 その他 50,000

620,000

1 環境事業費 0

2 安全、安心環境づくり事業費 100,000

3 社会教育事業費 100,000

4 レクリエーション費 0

5 福利厚生事業費 100,000

6 文化事業費 100,000

7 その他 0

400,000

1,020,000

1 防犯灯維持管理費 0

2 0

0

1 会館建設・修繕積立金 0

…

7 その他 0

2,230,000

3,250,000

補助事業費　小計　④

事業費　小計②

事
業
費

補助対象予定経費①＋②＝③

補助
事業
費

寄付金、祝金等

次年度への繰越金　⑥

＊次のような決算額の地区連合町内会について、地域活動推進費余剰金額を算出してみます。
（交付された補助金額を85万円、補助対象経費を102万円と仮定）

会館使用料

団体交付金

利息等

前年度からの繰入金

事
務
費

収　入　合　計

事務費　小計①　

＜地区連合町内会の地域活動推進費余剰金額　算出例＞

支出合計（③＋④＋⑤＋⑥）

項　　　目

2
補
助
金

5
そ
の
他

会費

地域活動推進費

防犯灯維持管理費

そ
の
他

事業収入

　　　　　　　　　＜余剰金額算出の手順＞

（手順１）　上記「Ａ」を計算します。
　　　　　　　　（1,020,000円－120,000円）×3分の1
　　　　　　　＝300,000円（Ａ）

（手順２）　「Ａ」に「Ｂ」を加えます。
　　　　　　　　300,000円＋120,000円＝420,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ＋Ｂ）

（手順３）　交付された補助金額「Ｃ」から「Ａ＋Ｂ」を
　　　　　　差し引きます。
　　　　　　　　850,000円－420,000円＝430,000円

　
　　　　430,000円が地域活動推進費の余剰金額と
　　　　なります。

　補助対象経費（事務費＋事業費）のうち、12万円
までは基礎的支援費として定額で補助します。

　次の「Ａ＋Ｂ」と「Ｃ」を比較して、「Ｃ」が大きい場合、
その差額が余剰金となります。
　　　Ａ　（補助対象経費－120,000円）×3分の1
　　　Ｂ　120,000円（基礎的支援費）
　　　Ｃ　交付された補助金額

　＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その額
　　と交付された補助金額の差額が余剰金となりま
　　す。

　補助対象経費（事務費＋事業費）が12万円以
下の場合は、その金額と交付された補助金額と
の差額が余剰金となります。
　したがって、仮に補助対象経費が100,000円の
場合、
　　　　　850,000円－100,000円＝750,000円
　
　　　　　　750,000円が余剰金となります。
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平成23年度

交付申請から活動実績報告まで

地域活動推進費



平成23年度補助金　交付申請

１　交付申請　～平成23年度補助金～

(1) 　申請書提出

　補助金の交付申請に必要な書類を区役所地域振興課へ提出してください。
　

(2) 　必要書類

① 　交付申請書（第１号様式）

② 　事業計画書（総会資料で代用可）

③ 　収支予算書（総会資料で代用可）

④ 　規約

＊ 加入世帯数等の確認のため、団体の総会資料も持参してください。

＊
　

(3) 　交付申請書（第１号様式）について

① 　所在地、団体名、代表者名、補助申請金額を記載します。代表者印は不要です。

② 　自治会町内会の申請金額は、次の２つを比較して、低い方の金額となります。

Ａ 700円×加入世帯数

Ｂ 補助対象経費（事務費＋事業費）×3分の1

③

Ａ 170円×加入世帯数＋５万円

Ｂ ｛補助対象経費（事務費＋事業費）－基礎的支援費（12万円）｝×3分の1

(4) 　事業計画書について

① 　「これからの１年間どのような活動をする予定か」を記載してください。

② 　総会で承認を得てください。

③ 　様式は自由です。（14～15ページの作成例を参照ください）

(5) 　収支予算書について

① 　事業計画書に記載した活動に要する予算額（収入及び支出）を記載してください。

② 　総会で承認を得てください。

③ 　様式は自由です。（16～17ページのモデル様式を参照ください）

(6) 　規約について

①

②

　地区連合町内会の申請金額は、次の２つを比較して、低い方の金額に「基礎的支
援費（12万円）」を足した金額となります。

　18年度～22年度の補助金交付申請時に提出したものと記載内容に変更がない場合
は、添付を省略できます。

　規約は、団体の活動目的や活動内容、役員、会費、会計等について規定するもの
です。基本的にはどの団体でも制定していると思いますが、規約がない場合は必ず
制定してください。

これ以外に区役所が必要と判断したものがある場合は、あわせて提出していただ
きます。

　なお、補助申請金額は訂正できませんので、書き損じた場合や金額が違っていた場合
は、再提出していただくことがあります。
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平成 23 年度補助金 交付申請 

13 

第１号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第５条） 
第１号様式（防犯灯維持管理費補助金要綱第５条第１項） 

 

平成２３年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費 

補助金交付申請書 
平成  年  月  日 

（申請先） 

     区 長 

押印不要です（申請者）  所在地  

団体名  

代表者名  

 

 平成２３年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助金の交付を受けたいので、関係書

類を添えて次のとおり申請します。 

 

１ 地域活動推進費補助金 

 

申請金額           円    

《積算内訳》別添収支予算書のとおり 

 

２ 防犯灯維持管理費補助金 

 

申請金額           円 

《積算内訳》 

  （防犯灯数） （補助単価）  （申請金額） 

 

       灯×＠２,２００円＝         円 

      

３ 添付書類 

（１）地域活動推進費補助金関係 

①事業計画書 

②収支予算書 

③団体の規約 

④その他区長が必要とする書類 

 

(２) 防犯灯維持管理費補助金関係 

＜自治会町内会の場合＞ 

 

Ａ 700 円×加入世帯数 

Ｂ 補助対象経費（事務費＋事業費）×3 分の 1 

 

Ａ、Ｂのうち、いずれか低い方の金額を記入して 

ください。（十円未満切捨） 

 

＜地区連合町内会の場合＞ 

 

Ａ 170 円×加入世帯数＋50,000 円 

Ｂ ｛補助対象経費（事務費＋事業費）－120,000 円｝

×3 分の 1 

Ｃ 120,000 円（基礎的支援費） 

 

Ａ、Ｂのうち、いずれか低い方の金額に、Ｃを加え 

た金額を記入してください。（十円未満切捨） 

 

＊補助対象経費が 12 万円以下の場合は、その額を記

入してください。（十円未満切捨） 

①町内会等の支払名義の防犯灯電気料金等領収証の写し、又は支払証明書の写し 

②町内会等の支払名義の電気料金集約分内訳表の写し 

③その他区長が必要とする書類 

※①と②は東京電力株式会社が発行したものです。 



平成23年度補助金　交付申請

○○○○町内会

事業計画年月 活動内容・場所等

平成　　年4月 第１回班長会

さくらまつり（○○公園）

定期清掃（２５日）

5月 こどもフェスティバル（△△学校グラウンド）

決算総会

定期清掃（２５日）

6月 第２回班長会

防災訓練

定期清掃（２５日）

7月 防犯パトロール（下旬）

定期清掃（２５日）

8月 第３回班長会

夏祭り

定期清掃（２５日）

9月 敬老祝賀会

定期清掃（２５日）

10月 第４回班長会

いも煮会

定期清掃（２５日）

11月 定期清掃（２５日）

12月 防犯パトロール（中旬）

クリスマス会

定期清掃（２５日）

平成　　年1月 餅つき大会（△△学校グラウンド）

防災訓練（１７日）

定期清掃（２５日）

2月 第５回班長会

定期清掃（２５日）

3月 予算総会

定期清掃（２５日）

平成   年度事業計画書（例その１）
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平成23年度補助金　交付申請

○○○○自治会

1 会議等

◎　総会（５月、３月に実施）
◎　定例会（毎月第２木曜日、午後８時から）

2 環境美化事業

◎　定期清掃（毎月第３日曜日）
◎　ごみの分別徹底や不法投棄防止を呼びかけるチラシの作成及び配布
◎　空き缶・空き瓶・ペットボトルの回収（月２回）

3 防犯活動、交通安全事業
　

◎　防犯パトロール（月２回）
◎　交通安全教室（５月）
◎　違法駐車、違法駐輪実態調査（秋に実施予定）

4 災害対策事業

◎　総合防災訓練
　（○○消防署の協力により、災害時の救助活動や救命講習会を実施）
◎　防災備蓄（水、食糧等）

5 文化・スポーツ事業

◎　さくらまつり（４月上旬、△△公園にて）
◎　夏祭り（８月○～○日、盆踊りと縁日を実施）　
◎　大運動会（１０月上旬）　
◎　文化祭（１１月上旬）
◎　年賀状講習会（絵手紙やイモ版画などの講習会を実施）

6 広報活動

◎　町内会新聞の発行（年６回）
◎　行政からの広報配布物の配布・回覧

7 親睦会

◎　バス旅行（時期は１１月を予定。場所は未定）

8 加入促進事業

◎　未加入世帯へ町内会への加入を呼びかけるチラシを作成し、配布する。

平成    年度事業計画書（例その２）
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平成23年度補助金　交付申請

(記入例）

○○○自治会町内会

予算額 摘　　　　　　要

1 会費 360,000

会費収入を記入します。加入世帯のうち会費を減免している世帯がある
場合は、内訳がわかるように記入してください。
（例）300円×100世帯×12か月
（参考：総会資料○ページ、会費世帯100、会費免除世帯10）

防犯灯維持管理費 22,000 防犯灯維持管理費補助金を記入します。（例）2,200円×10灯

町の防災組織活動費 17,600 町の防災組織活動費補助金を記入します。（例）160円×110世帯

3 広報配布謝金 60,000
広報よこはま、県のたより、議会だより、選挙公報などの配布謝金を記入し
ます。

4 事業収入 60,000 模擬店売上げ、廃品回収収益金などを記入します。

5 寄付金、祝金等 21,000 他団体からの寄付金、祝金等を記入します。

会館使用料 120,000 他団体等への貸出に伴う会館使用料収入がある場合に記入します。

団体交付金・謝金 60,350
他団体からの交付金、謝金等を記入します。
（例）募金活動事務協力費、○○団体からの事務協力謝金

利息・その他雑入 50 利息等、その他収入を記入します。

7 前年度からの繰入金 302,000 前年度からの繰入金（繰越金）を記入します。

1,100,000

平成２３年度収支予算書

○会計年度　　自 平成　　年　　月　　日～至 平成　　年　　月　　日

○収入の部

項　　　　　目

地域活動推進費

＜自治会町内会の場合＞
次のいずれか低い方の金額を記入します。（十円未満切捨）
Ａ　700円×加入世帯数
Ｂ　補助対象経費(事務費＋事業費）×３分の１

＜地区連合町内会の場合＞
次のＡ、Ｂいずれか低い方の金額に、Ｃを加えた金額を記入します。（十
円未満切捨）
Ａ　170円×加入世帯数＋50,000円
Ｂ　｛補助対象経費(事務費＋事業費）－基礎的支援費｝×３分の１
Ｃ　基礎的支援費（上限：12万円）

＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その金額とＡを比較して低い
方の金額を記入します。（十円未満切捨）

77,000

収入合計

6
　
そ
の
他

2
　
補
助
金

区　　名 整理番号

上記の他に自治会町内会又は地区連合町内会に対して交付
予定の補助金がある場合にはこの欄へ記入してください。

この収支予算書には、自治会町内会としての会計のみを記載します。した
がって「マンション管理組合」「商店会」「公園愛護会」や「地区社協」など、
構成員がほぼ同じであっても、自治会町内会又は地区連合町内会として
出納していないものは別会計となります。

該当する補助金の申
請書に記載する申請
金額と同額にしてくだ
さい。
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平成23年度補助金　交付申請

予算額 摘　　　　　要

1 会議費 50,000
総会・定例会・臨時役員会等に伴う経費（会場借上費、資料印刷費等）を
記入します。

2 事務費 60,000
備品什器購入代、消耗品代（紙、鉛筆等）、電話代、郵送料などの事務費
を記入します。

3 人件費 40,000 役員手当、アルバイト賃金等を記入します。

4 会館（会場）借上料 0 会館等の借上費を記入します。

5 会館光熱水費 50,000 町内会館の電気、ガス、水道代を記入します。

6 会館修繕費 110,000
壁紙張替え工事費等、会館修繕に伴う経費を記入します。（大規模修繕
で会館整備補助金を受ける場合を除く）

7 その他 50,000
会館設備点検費、火災保険料、町内会活動交通費、活動謝礼等を記入
します。

360,000

1 環境事業費 20,000
町の美化活動、３Ｒ行動の推進、資源回収・リサイクル活動等に伴う経費
を記入します。

2
安全・安心環境づくり事業
費

98,000

交通安全、防犯灯新規整備費（器具更新、新規設置）、防犯・防災活動
に伴う経費を記入します。（ただしこの欄には「防犯灯維持管理費」や「町
の防災組織活動費」などを活用して実施する事業の経費は記入しないで
ください）

3 社会教育事業費 50,000
子供会活動費、体育指導委員負担金、青少年指導員負担金、婦人部活
動費、老人クラブ活動費等を記入します。

4 レクリエーション費 130,000
盆踊り大会、運動会開催費、各種スポーツ大会開催経費等を記入しま
す。

5 福利厚生事業費 50,000
敬老会開催費（記念品代含む）、給食・配食サービス経費等を記入しま
す。

6 文化事業費 50,000
各種講習会、映画会、書道展、絵画展、文化祭等の開催経費を記入しま
す。

7 その他 50,000
地区連への会費・分担金、各種団体（防犯協会、体育協会など）への分
担金、広報活動費（掲示板設置費など）等を記入してください。

448,000

808,000

1 防犯灯維持管理費 29,000
防犯灯維持管理費補助金で実施する活動（防犯灯の電気代、防犯灯の
清掃・点検・修繕・球換え等）に伴う経費を記入します。（ただし防犯灯の
器具自体の更新は「安全・安心環境づくり事業費」へ計上してください）

2 町の防災組織活動費 19,000
町の防災組織活動費補助金で実施する活動（防災資機材等の購入、防
災訓練開催費等）を記入します。

3

4

48,000

1 会館建設・修繕積立金 50,000 会館建設・修繕積立金を記入します。

2 交際費 30,000 交際費、賀詞交換会開催費等を記入します。

3 慶弔費 20,000 祝金、香典等を記入します。

4 懇親会費 30,000 新年会、忘年会、慰労会等を記入します。

5 寄付金・募金 3,000 寄付金、共同募金、歳末助け合い募金、日本赤十字社社資等を記入します。

6 予備費 111,000 予備費を記入します。

7 その他 0

244,000

1,100,000

事業費　小計　②

事
務
費

○支出の部

事務費　小計　①

項　　　　　目

事
業
費

支出合計
（③＋④＋⑤）

補助対象予定経費①＋②＝③

補
助
事
業
費

補助事業費　小計　④

そ
の
他

その他　小計　⑤

地域活動推進費以外の補助金を受けて実施する事業
の経費は、事業ごとに欄を分けて記入してください。

④⑤は地域活動推進費の補助対象外経費となります。

消防団の活動経費は、平成20年度から横浜市が負
担することとなりました。したがって消防団への分担
金は、地域活動推進費の補助対象外経費とします。

収入の部の「町の防災組織活動費」と
同額以上となります。

収入合計（前ページ）と支出合計の金額は一致します。
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平成23年度補助金　交付申請

○　収入の部

予算額 補助金算出方法

1 2,400,000

850,000

0

3 0

4 0

0

0

0

6 0

3,250,000

○　支出の部

1 会議費 150,000

2 事務費 300,000

3 人件費 120,000

4 会館（会場）借上料 0

5 会館光熱水費 0

6 会館修繕費 0

7 その他 50,000

620,000

1 環境事業費 100,000

2 安全、安心環境づくり事業費 100,000

3 社会教育事業費 100,000

4 レクリエーション費 2,000,000

5 福利厚生事業費 100,000

6 文化事業費 100,000

7 その他 0

2,500,000

3,120,000

1 防犯灯維持管理費 0

2 0

0

1 会館建設・修繕積立金 130,000

…

7 その他 0

130,000

3,250,000

＜地区連合町内会の地域活動推進費補助金額　算出例＞

支出合計（③＋④＋⑤）

項　　　　　目

2
補
助
金

5
そ
の
他

会費

地域活動推進費

防犯灯維持管理費

事業収入

寄付金、祝金等

補助事業費　小計　④

会館使用料

＊次のような予算額の地区連合町内会について、地域活動推進費補助金額を算出してみます。
（加入世帯数を4,000世帯、補助対象経費を312万円と仮定）

団体交付金

利息等

前年度からの繰入金

事
務
費

収　入　合　計

その他　小計⑤

事務費　小計①　

事業費　小計②

事
業
費

補助対象予定経費①＋②＝③

そ
の
他

補助
事業
費

　補助対象経費（事務費＋事業費）のうち、12万円
までは基礎的支援費として定額で補助します。
　
　「次のＡとＢを比較して、いずれか低い方の金
額」＋「Ｃ」を補助金額とします。
　　　Ａ　170円×加入世帯数＋50,000円
　　　Ｂ　｛補助対象経費（事務費＋事業費）－
　　　　　120,000円｝×3分の1
　　　Ｃ　120,000円（基礎的支援費）

　＊補助対象経費が12万円以下の場合は、その
　額が補助金額となります。

　　　　　　　　　＜補助金額算出の手順＞

（手順１）　上記「Ａ」を計算します。
　　　　　　　　170円×4,000世帯＋50,000円＝
             730,000円

（手順２）　上記「Ｂ」を計算します。
　　　　　　　　（3,120,000円－120,000円）×3分の1＝
　　　　　　　1,000,000円

（手順３）　ＡとＢを比較します。
　　　　　　　　730,000円（Ａ）　＜　1,000,000円（Ｂ）

（手順４）　ＡとＢのうち低い方の金額に、「Ｃ」を
　　　　　　加えます。
　　　　　　　　730,000円＋120,000円＝850,000円
　
　　　　850,000円が地域活動推進費の補助金額
　　　となります。

　補助対象経費（事務費＋事業費）が12万円以下の
場合は、その額が補助金額となります。
　したがって、仮に補助対象経費が100,000円の場合
は、100,000円が補助金額となります。
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平成 23 年度補助金 交付申請 

19 

（参考） 
第２号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第６条第１項） 
第３号様式（防犯灯維持管理費補助金交付要綱第６条第１項） 

区地振第      号 

平成  年  月  日 

団体名 

代表者            様 

                                    区 長 
 

平成    年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費 

補助金交付決定通知書 
 
 平成  年  月  日に申請のありました地域活動推進費・防犯灯維持管理費の補助金について

は、次の条件を付して交付することを決定しましたので通知します。 
 

１ 地域活動推進費補助金 
 

 補助金交付決定額             円
  

２ 防犯灯維持管理費補助金 
  
 補助金交付決定額             円

 

《積算内訳》 

  （防犯灯数）  （補助単価）    （補助金額） 

        灯×＠２,２００円＝           円 
 

３ 交付条件 
（１）共通事項 

ア この補助金は、申請以外の目的での使用又は流用はできません。 

イ 地域活動を中止する場合、又は申請を取下げるときは、速やかに区長に報告してください。 

ウ この補助金の交付条件に違反し、又は次のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の

内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求める

ことがあります。 

① 補助金交付要綱又は補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

② 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

③ その他区長が必要と認めたとき。 

エ 次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は５万円以下の過料に処せられます。 

① 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

② 補助金の他の用途への使用をしたとき。 

オ 区長は、補助金の使途について調査の必要があると認めたときは、資料の提出等を求めるこ

とがあります。 

（２）地域活動推進費補助金関係 

ア 当年度の活動完了後、速やかに活動実績報告書（第６号様式）を区長に提出してください。 

イ 自治会町内については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「補助対象経費に３

分の１を乗じた額」が、「交付した補助金額」に満たない場合は、その差額を返還していただ

きます。 

ウ 地区連合町内会については、活動実績報告書及び添付書類を審査した結果、「基礎的支援費

と（補助対象経費－基礎的支援費）に３分の１を乗じた額の合計額」が、「交付した補助金額」

に満たない場合は、その差額を返還していただきます。 

 

                     区地域振興課 

                   担当：    ℡   － 



平成23年度補助金　交付請求

２　交付請求　～平成23年度補助金～

(1) 　交付請求書提出

(2) 　交付請求書（第5号様式）について

① 　所在地、団体名、代表者名を記載し、代表者印を押印します。

② 　請求金額欄には、交付決定通知書に記載されている金額を記入します。

(3) 　口座振替依頼書について

① 　振込先は、「口座振替依頼書」に記入します。

② 　口座名義人が代表者と異なる場合は、委任に関する記載及び押印が必要です。

③ 　フリガナは正しく記入してください。（振込できない場合があります）

＊ なお、この「口座振替依頼書」は依頼書に記載の補助金及び謝金と共用となって
います。

　交付申請書（添付書類含む）を受理した後、申請額に誤りがないか等を確認しま
す。適正な場合、交付決定通知書（第2号様式）（19ページ参照）を交付しますの
で、通知を受け取ったら、交付請求書（第5号様式）に交付決定通知書の写しを添え
て区役所に提出してください。
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平成 23 年度補助金 交付請求 

21 

第５号様式（地域活動推進費補助金交付要綱第 9 条第 1 項） 

第５号様式（防犯灯維持管理費補助金交付要綱第 7 条） 

 
 

平成  年度地域活動推進費・防犯灯維持管理費補助金請求書 
 

平成  年  月  日 
 

（請求先） 
区長 

 
（請求者）所 在 地               

団 体 名               
代表者名             印 

押印が必要です 

 
 
 
次の各補助金を請求します。 

 
 

   １ 地域活動推進費補助金 

 
      請求金額              円 

補助金交付決定通知書に記載され

ている金額を記入します。 

 

   ２ 防犯灯維持管理費補助金 

 
      請求金額              円 
 
 
 ※交付決定通知書の写しを添付してください。 

交付決定通知書の写しを忘

れずに添付してください。 

請求書の金額訂正はできません。書き損じた場合や金額

が違っていた場合は、再提出していただきます。 



平成23年度補助金　交付請求

整理番号

  横浜市長                                                            　

  横浜市　　　　区長     　　　　　　　　　　　　　　　

                                 所 在 地  

                                　団 体 名  

代表者名  　　　印

   金　融　機　関　名

   　１　普通　　　　　　２　当座

 

   住　　　所
〒

 

　（フリガナ）  

   団　体　名  

  （フリガナ）

   氏　　　名   

  ※　口座名義人が会長以外の場合は記入願います。

      上記口座に横浜市及び区から交付される補助金等の受領に関する権限を委任します。

委任者   　所在地 

団体名　　　　　　　　　　　　　　　

代表者 印

【注意事項】

口　座　番　号

　平成　　年　　月　　日以降、横浜市及び区から交付される平成　　年度の地域活動推進
費、防犯灯維持管理費補助金、広報紙配布謝金（議会だよりを含む）を次の金融機関へ振り
込みください。

               銀行            　　     支店

               信用金庫                 出張所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支所

４  記載事項の訂正は二重線で見え消しし、押印した会長個人印で訂正印をお願いします。

口　座　振　替　依　頼　書

平成　　年　　月　　日

３　会長又は預金通帳記載事項に変更があった場合は、その都度口座振替依頼書を提出してください。

１　この書類は会長（代表者）が押印のうえ提出願います。（スタンプ印は無効）

２　金融機関、口座名義人等の欄には、団体の預金通帳に記載されているとおり記入してください。

　
口
座
名
義
人

預　金　種　目

口座名義人が会長以外
の方の場合、必ず記入し
てください。

町の防災組織活動費補助金
は、この様式ではなく、指定の請
求書に口座番号等を記入して提
出してください。

押印が必要です。

押印が必要です。
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平成23年度補助金　執行上の留意点

３　執行上の留意点　～平成23年度補助金～

(1) 　１件の金額が10万円以上の補助対象経費に係る支出

(2) 　１件の金額が100万円以上になると見込まれる補助対象経費に係る支出

４　活動実績報告　～平成23年度補助金～

５　余剰金返還　～平成23年度補助金～

　22年度と同じ手続きとなります。9～11ページを参照してください。

工事の請負

　横浜市の一般競争入札有資格者名簿に登載されている事業者であれば、横浜市ホー
ムページの「入札のとびら」の「入札・契約情報」の「有資格者名簿」に掲載されて
おり、「所在地区分」が「市内」となっています。
（http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/info.html）

　契約の性質上、見積合わせや入札により難いと思われる場合は、区役所にご相談く
ださい。

100万円以上
1000万円未満

２者以上の市内事業者による見積合わせ

1000万円以上
5000万円未満

３者以上の市内事業者による見積合わせ又は
５者以上の市内事業者による入札

物品の購入、
業務の委託等

　22年度と同じ手続きとなります。3～8ページを参照してください。

　補助対象経費の支出で、1件の金額が10万円以上のものがあった場合には、その領収
書その他の支出を証する書類またはその写し（公共料金の支出に係るものを除く）を
活動実績報告書に添付する必要があります。整理して保管しておいてください。

5000万円以上
５者以上の市内事業者による見積合わせ又は
８者以上の市内事業者による入札

※ 市内事業者･･･横浜市契約規則第７条に規定する一般競争入札有資格者名簿におけ
る所在地区分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地が市内
である者並びに主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されてい
ない団体をいいます。

　補助対象経費に係る支出で、１件の金額が100万円以上になると見込まれるときは、
原則として次のとおり市内事業者による入札又は見積合わせを行う必要があります。
　その場合、当該入札の結果が分かる書類又は当該見積書の写し及び当該事業者が市
内事業者であることを証する書類又はその写しを活動実績報告書に添付する必要があ
ります。

３者以上の市内事業者による見積合わせ又は
５者以上の市内事業者による入札

経費の内容

1000万円以上

金額 見積合わせ又は入札

100万円以上
1000万円未満

２者以上の市内事業者による見積合わせ
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【要綱における補助対象経費】

【補助対象経費・補助対象外経費の例】

経費項目

・

・ 備品代（会議テーブル、椅子等）
・ 消耗品代（紙、鉛筆等）
・ 電話代、郵送料
・ アルバイト賃金
・ 役員手当
・ 活動謝礼、活動交通費
・ 会館借上費 ・
・ 会館光熱水費
・ ・

・ 会館設備点検費
・ 会館耐震診断費用
・ 会館火災保険料
・ ・

・ 交通安全活動経費
・ ・

・ 防犯活動経費
・ ・ その他の補助金の補助対象経費

・ 祝金（入学・成人・敬老等）
・ 子供会・婦人部・老人クラブ活動費 ・ 賀詞交歓会（開催費・参加費）
・ 盆踊り大会開催費 ・ 裁判費用（弁護士費用等）
・ 運動会・スポーツ大会開催費
・

・ 給食・配食サービス経費
・

・ 広報活動費
・ 掲示板設置費
・ 体育指導委員・青少年指導員負担金 ・ 消防団の活動費
・ 防犯協会、体育協会分担金
・ 地区連への会費・分担金
・ ・ 懇親会費・親睦会費

・ 新年会費・忘年会費
・ 慰労会費・反省会費
・ 寄付金
・

・ 交際費・慶弔費・祝金・見舞金・香典
・ 積立金
・ 予備費
・ 次年度への繰越金
・ 区へ返還した余剰金

町の防災組織活動費補助金で実施した活動
（防災資機材等の購入、防災訓練開催費
等）

※　ここに挙げているのは例示ですので、実際に活動を行う中でご不明な点がありましたら、区役所地域
振興課へお問い合わせください。

敬老会開催費（記念品代含む。見守りを兼
ねて個別訪問して記念品を渡すものも含む
が、単に配布するだけなら補助対象外）

対象団体が実施する公益的活動（環境美化、防災・防犯、社会教育、レクリエーション、福利厚生、文化
活動、広報活動等）に係る経費、他団体が実施する事業への協賛金・負担金、各種団体への会費・分担
金、研修費、人件費、会議費、会館維持管理費、事務費、委託費　等

補助対象経費・補助対象外経費の例

講習会・映画会・書道展・絵画展・文化祭
開催経費

会議や事業を行う上で必要な弁当代、お茶
代

会館修繕経費（会館整備費補助金を受けた
場合を除く）

防犯灯新規整備費（自治会町内会が独自に
全額負担で器具更新、新規設置した場合）

防災活動経費（町の防災組織活動費補助金
を活用した場合を除く）

寄付金
募金

総会・定例会・役員会経費（会場借上費、
資料印刷費等）

その他

事務費

会館

人件費

事業費

防犯灯維持管理費補助金で実施した活動
（防犯灯の電気代、防犯灯の清掃・点検・
修繕・球換え等）

町の美化・３Ｒ行動の推進・資源回収・リ
サイクル活動経費

※　補助対象経費に挙げている内容の経費であっても、他の補助金の補助対象経費となっている場合は、
すべて補助対象外経費となります。

補助対象経費 補助対象外経費

会館整備費補助金を受けた会館の新築・購
入、増築、改築、大規模修繕経費

募金（共同募金・歳末助け合い募金・日本
赤十字社社資等）

固定資産税（通常は会館の土地・建物は固
定資産税の減免対象です。ただし、事業収
入がある場合等、会館の使い方によっては
減免にならない場合があります。）

会費
負担金
分担金

飲食費
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